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１．はじめに
改正中国商標法実施条例は改正中国

商標法施行日の前日である2014年４

月30日に発表され、商標法と併せて

５月１日に施行された。

また、商標法改正に関連し、司法解

釈「改正商標法実施後の商標事件の管

轄及び法律適用の問題に関する最高人

民法院の解釈」（法釈［2014］４号）が

2014年２月10日に最高人民法院審判

委員会第1606次会議で可決され、５

月１日より施行されている。

法釈［2014］４号には、商標事件の

裁判管轄を含む、裁判所が関与するさ

まざまな重要規定が存在する。

とりわけ、改正法施行前にのみ存在

していた権利侵害行為は、旧法の適用

となる旨が規定されていることは押さ

えておきたい（９条）。それ以外の場

合は（権利侵害が施行時前から継続し

ているものも含む）、新法が適用され

る。

連載第４回となる本稿では、損害賠

償に関する規定の一つである64条に

スポットを当てる。

１．はじめに１．はじめに ２．改正商標法64条
「商標権者は賠償を請求し、被疑侵

害者が登録商標の不使用をもって抗弁

する場合、人民法院は商標権者に対し

て直近の３年以内に当該登録商標の実

際の使用を示す証拠を提出するよう命

じることができる。

商標権者が直近の３年以内に当該登

録商標を実際に使用した証拠を提出す

ることができず、侵害により受けたそ

の他の損失も証明できない場合、被疑

侵害者は賠償責任を負わない。

商標権を侵害する商品であることを

知らずに販売し、その商品を合法的に

取得したことを証明でき、かつ商品提

供者を示す場合、被疑侵害者は賠償責

任を負わない」

64条２項はＡ）商標権を侵害する商

品であることを知らずに販売する場合

で、Ｂ）その商品を合法的に取得した

ことを証明でき、かつ商品提供者を示

す場合、被疑侵害者は賠償責任を負わ

ない旨を規定しているが、これは旧法

の56条３項の内容と実質的な変更は

ない。要するに、悪意のない使用者に

２．改正商標法64条２．改正商標法64条 ついては一定要件下で、損害賠償責任

を負わないとする規定である。

Ａ）被疑侵害者が商標権を侵害する商

品であることを知らずに販売したと主

張した場合であっても、例えば下記に

示す状況のようなときには、商標権者

は被疑侵害者の主張に対して反論する

ことができる。

① 販売する商品にかかる商標の改

ざんまたは置き換え行為が発見された

場合、② 同一違法事実で再犯があっ

た場合、③ 商標侵害に当たると事前

に警告された場合、④ 仕入価格が明

らかに市場相場価格より安い場合、⑤ 

領収書や帳簿を改ざんした場合、⑥ 

侵害行為が発見され、証拠を隠蔽・毀

損し、虚偽の証明などを提供する場合。

Ｂ）その商品を合法的に取得したこと

を証明・立証する場合、施行条例79

条は、下記の状況のいずれかをもって

それを証明することができる。

① 商品提供者が捺印またはサイン

した商品リストおよび商品の対価の領

収書があり、かつ調査でそれが事実で

あり、もしくは商品提供者がそれを認

今回は商標権侵害および救済に関する規定のうち、損害賠償に関
する規定の一つである改正商標法64条について取り上げる。同条
は、中国の法曹界において大きな注目を集めた規定である。
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める場合、② 商品提供者と販売者間

で締結した仕入れ契約があり、かつ調

査で当該契約書が既に履行されたこと

が裏づけられている場合、③ 合法的

な商品の仕入れの領収書があり、かつ

領収書に記載された事項が商品に対応

する場合、④ その他、商品を合法的

に取得したことを証明できる場合。

● 不使用の抗弁

商標権者が登録商標を使用していな

いことから業務上の信用がマークに化

体しておらず、出所の混同が生じない

ため、使用者の行為が商標権侵害に当

たるとしても損害は発生していないと

いうのが不使用の抗弁である。

中国では使用する意思を欠いた先取

り的な出願に基づく権利行使が見ら

れ、商標権者の利益とそれ以外の者と

の利益調整のために64条１項が規定

された。

なお、裁判所が不使用の抗弁を認め

たとしても、商標登録が取り消される

わけではない。登録商標の取り消し処

分は、請求を待って、行政機関の判断

によって行われる。

● 使用証拠の提出命令

今回の改正で、被疑侵害者側から不

使用の抗弁がなされた場合、裁判所は

使用証拠を商標権者側に求めることが

できる旨が法律上、明確に規定される

こととなった。

改正前から登録商標の不使用取消請

求制度は存在しており、侵害訴訟の実

務において裁判所が使用の証明を商標

権者側に求めるケースもあった。

しかし、不使用取消請求制度は不透

明な部分が多く、また裁判所が使用証

明を求めるケースが事実上あるという

だけで、使用証拠の提出は裁判実務に

おいて確立されたものではなかった。

本改正は裁判において実効性のある

不使用の抗弁の主張ができる制度の創

設につながる可能性が高く、本改正の

意義は大きいように思われる。

● 本改正前の判例

本改正により、直近の３年間に当該

登録商標を実際に使用した証拠を提出

できず、侵害によって被ったその他の

損失も証明できない場合、被疑侵害者

は損害賠償責任を負わない旨が規定さ

れた。

改正前において不使用の抗弁がなさ

れ、権利侵害を認めつつ、損害賠償請

求が却下された判例として、以下に「中

」事件〈（2004）海民初字第8212号〉

を紹介する。

３．「中 」事件
本件は、原告・被告共に登録商標を

有しており、原告の商標は先願先登録

という関係にあり、被告の登録商標の

指定商品には「包装」関連の商品が含

まれていたという、やや特殊な事件で

ある。

（１）事件の経緯

原告である北京中農科技術開発公司

（以下、Ｘ社）は、2002年３月から

2004年３月まで、被告である中国農

業生産資料集団公司（以下、Ｙ社）が

Ｘ社の許可を得ずに販売している肥料

にＸ社の登録商標と類似する商標を使

用していた。

調査開始以降、Ｙ社は広西柳江県農

業生産資料公司と広西柳州地区農業生

産資料公司柳江経営部に当該商標が付

された塩化カリウム9638トンを販売

し、1053万5800人民元の売上代金を

獲得した。

故に、広西柳江県工商行政管理局は

３．「中 」事件３．「中 」事件

Ｙ社（被告）の商標①Ｘ社（原告）の商標

商標登録第1416947号：国際分類22類
指定商品：編組袋、繊維織物材料、キャノピー、
ロープ、プラスチック包装テープ、油単、網
状織物、充塡材、（充塡またはライナー用）
包装材料（ゴム製もしくはプラスチック製の
ものを除く）、織物製包装用袋（包）など。

商標登録第828210号：国際分類１類
指定商品：農林用、園芸用、森林用の化学品、
化学製剤、肥料、工業用、化学用、農業用、
森林工業用、化学工業原料、食品防腐用化学
など。
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Ｙ社に行政処分を行った。

「中国人民共和国商標法」52条１～

２項（筆者注：旧法）の規定に基づき、

Ｙ社の前記行為はＸ社の商標権を侵害

するものであり、Ｘ社は、Ｙ社が商品

の売り上げにより獲得した不法収入は

28万5126.6人民元と算出し、同額の損

害賠償を請求した。

Ｙ社は、同社の提供するサービスを

他者の提供するサービスと区別するた

め、輸入した肥料の包装に、合法的に

登録を受けた商標を使用した。

Ｙ社は、「当社の商標はＸ社の商標

と区分が異なるため権利侵害には当た

らない。また、Ｘ社は肥料の生産能力

がなく、かつ３年間継続して登録商標

を使用していないため、法に基づいて

登録商標は取り消されるべきである」

と主張した。

（２）裁判所の判断

北京市海淀区人民法院は、Ｙ社が使

用している商品はＸ社の商標に係る商

品の区分と異なるが、原告、被告の商

標には共に「中 」が含まれ、両商標

は類似すると判断した。

また、被告の指定商品に包装に関す

る商品が含まれるとしても製品包装に

おける被告の使用は、合法的な範囲を

超えていると判断した。

そのうえで、Ｘ社が先に商標を登録

しているため、Ｙ社の行為はＸ社の商

標権を侵害したと考えられるとし、裁

判所は本判決の発効日より被告である

Ｙ社が販売している肥料の包装におい

て、商標登録第1409720号の使用の停

止を認めた。

Ｙ社は、Ｘ社が３年間継続して当該

登録商標を使用していないため、法に

基づいてその商標が取り消されるべき

であると述べたのに対し、裁判所は、

Ｘ社の商標はいまだ関連管理部門に取

り消されておらず、法により保護され

ている状態であることを認めた。

ただし、Ｘ社は当該商標を３年間継

続して使用しておらず、Ｘ社が裁判所

に経済的損失に関わる証拠を提供しな

かったため、Ｙ社の侵害行為がＸ社に

実質的な経済的損失をもたらしたとは

認定できないとした。

よって、裁判所はＸ社による経済的

損失の賠償請求を認めないとの判決を

下した。

４．おわりに
今回は64条の規定およびそれに関

連する判例について詳しく解説した。

次回（９月号）も引き続き、損害賠償

に関する規定を紹介する予定である。

損害賠償をはじめとする権利行使に

関する今回の改正は、知財先進国と同

様の規定が設けられているだけではな

く、それらの規定の実行性を担保する

ことが重要なポイントの一つになって

いるように思われる。この点について、

今後も注目していただきたい。

４．おわりに４．おわりに

Ｙ社（被告）の商標②

商標登録第1409720号：国際分類35類
指定役務：輸出入に関する事務の代理または
代行、他人のための商品の販売の推進、商業
または工業の管理に関する補助、事務の管理
に関するコンサルティング、市場分析、人事
管理に関するコンサルティングなど。


